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平成３０年９月号 

 

 ～平成 30年４月１日から、各コースの支給要件等の一部が変更されてます～ 

この助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社

会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約

労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の３コースで構成されて

います。  

65歳超継続雇用促進コース ※受給額は 60歳以上の被保険者数や定年等を引き上げる年数により 10万～160万。 

（１）労働協約又は就業規則により、次の［1］～［3］のいずれかに該当する制度を実施したこと。  

［1］65歳以上への定年引上げ  ［2］定年の定めの廃止   

［3］希望者全員を 66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入  

（２）（１）の制度を規定した際に経費を要したこと。 

（３）（１）の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。 

（４）高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。 

（５）（１）の制度の実施日から起算して１年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法

第８条又は第９条第１項の規定に違反していないこと。 

（６）支給申請日の前日において、当該事業主に１年以上継続して雇用されている 60歳以上の雇用保

険被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結

する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る）が１人以上いること。 

高年齢者雇用環境整備支援コース ※受給額は対象経費の 45～60％又は 60歳以上の被保険者数×28.5万の低い方 

当コースは、高年齢者の雇用環境を整備するための措置を次の(1)～(2)によって実施した場合に受給す

ることができます。  

（１）雇用環境整備計画の認定 

 高年齢者の雇用環境整備のため、次の[1]～[2]のいずれかの支給対象措置に係る「雇用環境整備計画」

 を作成し、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること ［1］機

 械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の

 雇用の機会の増大 ［2］高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労

 働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施

 するための制度の導入  

（２）高年齢者雇用環境整備の措置の実施 

(1)の雇用環境整備計画に基づき、当該雇用環境整備計画の実施期間内に支給対象措置を実施すること。

 高年齢者無期雇用転換コース ※受給額は 1人あたり 48万（大企業は 38万）×転換労働者数   ㊟10人まで 

当コースは、次の(1)～(2)によって 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者へ

の転換を実施した場合に受給することができます。  

（１）無期雇用転換計画の認定 

「無期雇用転換計画」を作成し、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定

 を受けること  

（２）無期雇用転換措置の実施 

(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間中に、高年齢の有期契約労働者

を無期雇用労働者に転換すること  

 
※詳細についてはお気軽にお尋ねください。又は独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の HPまで。 
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 決定後の標準報酬月額について 
～平成 30年 9月分の厚生年金保険料率の変更はありません～ 

事業主のみなさま、算定基礎届に関する書類のご提出、お疲れ様でした。 

すでに健康保険・厚生年金保険標準報酬月額決定通知書が届いていると思います。今回、決定さ

れた標準報酬月額は、今後昇降給や給与体系の変更などにより月額変更に該当する場合を除き、原則、本年

の 9月から来年の 8月まで使用されることとなります。厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成

16 年から段階的に引き上げられてきましたが、昨年の 9 月を最後に引上げが終了しています。よって厚生年

金保険料率は、18.3％で固定されましたので今年の厚生年金保険料率の変更はございません。この標準報酬

月額は、被保険者の方にも必ず通知していただくようにお願いします。  

     お遍路にて・・・最新の労働判例に学ぶ編（その１）～第 140回～   

 

皆様も耳にしておられるかと思いますが、最近の労働問題に関する最高裁判例で、人事労

務の実務に直結するような極めて重要な判決が立て続けに出ています。 

 無期雇用労働者と有期雇用労働者との「不合理な労働条件の禁止」を定めた労働契約法 20条について判断

したもので、長澤運輸事件とハマキョウレックス事件について、平成 30 年 6 月 1 日に最高裁の同じ法廷で

判決が下されました。更に、九州惣菜事件（福岡高判 H29．9.7）では、「定年前・後の労働条件には継続性・

連続性が原則」という規範を示し、「再雇用について極めて不合理であって労働者の希望・期待に著しく反し、

到底受け入れ難いような労働条件を提示する行為は、違法性を有する」と、月収ベースで定年前の 25％程度

という提示をした会社を弾じています。 

 一般的に、有期雇用契約はパート・アルバイト・60 歳定年後嘱託再雇用者などに適用され、期間の定めが

あるのみならず、賃金などの労働条件においても、正社員に適用される無期雇用契約より、低い場合がほと

んどです。この実態に鑑み、労契法 20 条は、「無期雇用と有期雇用との労働条件の相違は、業務の内容及び

それに伴う責任の程度（職務の内容）、転勤や昇進といった人事異動や本人の役割の変更等の相違やその他の

事情に照らして、不合理なものであってはならない」と定めています。 労働条件の相違には、賃金だけで

なく、教育訓練の機会、定期健康診断や食堂・休憩室の利用といった福利厚生などの労働条件も含まれます。

とりわけ、「通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて（無期と有期の）労働条件を相違させること

は、・・・特段の理由がない限り合理的とは認められない」との労働局の通達です。 

 ３つの判例を実務に置き換えると、①就業規則に、無期雇用（正社員）と有期雇用（パート・定年後嘱託）

の定義について明確化することで職務内容に相違があることを明示、②支給される賃金項目について、賃金

項目の趣旨を個別に考慮して不合理といえるか否かの判断がなされるので、無期にのみ支給している手当が

あれば、何故なのかを明確に賃金規定に明記しておくことが重要です。しかし、皆勤手当については、精勤

することを奨励する手当なので、有期の支給しないのは不合理と認めました。通勤手当も同様です。 

③定年前の従業員様に定年後再雇用の希望の有無や希望する労働時間、職種変更、賃金について面接を行い

希望内容を把握する、②希望を踏まえたうえで、どのような労働条件を提示できるかを検討する（定年前賃

金の 70％が減額の上限が無難）、③定年後再雇用条件を提示し、過度な期待を持たないようにして合意に向

けて協議する、ことになります。その際に、留意することは、従業員様が会社から提示された労働条件を熟

慮し、他と比べ再雇用のための検討期間が十分与えられていることが重要です。熟慮期間を十分与えないで、

再雇用契約書に署名捺印を押させたとしても、真に自由な意思で行ったものではないと主張され、無効にな

る可能性もあります。総額人件費には限りが有り、限りある原資をどう配分するかの裁量権は会社にありま

すが、月収ベースで受入れ難い条件は、裁量権の逸脱又は濫用と判断され、再雇用への利益侵害として不法

行為による損害賠償を請求される可能性もありますので、留意する必要があります。 


